
岡山県エコアクション21認証取得支援事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、事業者がエコアクション21の認証・登録を受け、温室効果ガス及び

廃棄物の排出量削減等の環境負荷を低減する取組を支援するため、事業者がエコアクシ

ョン21の認証・登録を受けるために要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を

交付するものとし、その交付に関しては、岡山県補助金等交付規則（昭和41年岡山県規

則第56号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、エコアクション21とは、環境省が策定した「エコアクション

21ガイドライン」に基づき、環境への取組を総合的に進めることができる規格として、

一般財団法人持続性推進機構（以下「中央事務局」という。）が認証・登録する制度をい

う。 

 

 （補助対象者） 

第３条 この補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、県税の滞納

がなく、県内に事業所を有し、エコアクション21の新規認証・登録を受けた事業者とす

る。ただし、他団体等から第５条に規定する補助対象経費に係る補助金を受けた者を除

く。 

２ 前項の規定にかかわらず、その役員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第77号）第９条第15号ロに規定する役員をいう。）が次の各号のいずれ

かに該当する事業者又は次の各号のいずれかに該当する者がその経営に実質的に関与し

ている事業者は、この補助金の交付を申請することができない。 

（１）暴力団員等（岡山県暴力団排除条例（平成22年岡山県条例第57号）第２条第３号に

規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）に該当する者 

（２）暴力団（岡山県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

又は暴力団員等の統制下にある者 

（３）暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

 （補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、事業者が県

内の事業所を対象として、エコアクション21の登録・認証審査申込日から起算して１年

以内にエコアクション21の新規認証・登録を受ける事業とする。ただし、既に認証・登

録を受けている事業者が県内の他の事業所を追加登録する場合は補助対象事業としない。 

 

 （補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、補助対象者がエコアクション21の新規認証・登録に要した経費

のうち、次に掲げる経費とする。ただし、県内及び県外の事業所について同時に認証・

登録を受けようとする場合は、当該認証・登録の対象となる全事業所の従業員に占める

県内の事業所の従業員数の割合を乗じた額とする。 



（１）審査人に支払う審査料（消費税及び地方消費税を含む。） 

（２）審査人の交通費及び宿泊費（消費税及び地方消費税を含む。） 

（３）中央事務局に支払う認証・登録料（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

 （補助金額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内とし、10万円を上限とする。ただし、

千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

 （補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、エコアクション

21の認証・登録を受けた日が属する年度の末日（閉庁日の場合はその前日とする。）までに

補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出する

ものとする。ただし、次の（４）以外は、電子ファイルによる提出も可とする。 

（１）企業概要書（様式第２号） 

（２）エコアクション21の認証・登録を証明する書類の写し 

（３）補助対象経費の支出を証明する書類の写し 

（４）登記事項証明書 

（５）法人に係る県税完納証明書の写し 

（６）誓約書（様式第３号） 

（７）その他知事が必要と認める書類 

 

 （補助金の交付決定等） 

第８条 知事は、前条の規定により提出された補助金交付申請書兼実績報告書を受理した

ときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は補助金の交付決定及び額の確定（以下

「交付決定等」という。）を行い、補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書（様

式第４号）により、申請者に通知するものとする。 

 

 （補助金の支払） 

第９条 交付決定等を受けた事業者（以下「交付対象者」という。）は、交付決定等の通知

を受けた後、補助金の支払いを受けようとするときは、知事が別に定める期限までに補

助金交付請求書（様式第５号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。 

 

 （関係書類の整備保管） 

第10条 この補助金に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類は、補助事業が完了した

日の属する年度の翌年度から起算して５年間整備保管しなければならない。 

 

 （補助金の返納） 

第11条 知事は、交付対象者がこの要綱の規定に違反したと認める場合は、当該交付対象

者に対し、交付した補助金の全部又は一部の返納を命ずることができる。 

 



 （報告及び検査等） 

第12条 知事は、必要があると認める場合は、交付対象者に対して報告を求め、若しくは

事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査

させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

 

 （その他） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付等に関し必要な事項は、知事が

別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成28年４月１日から施行し、同日以後にエコアクション21の認証・登録

を受けた事業者について適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成29年４月１日から施行し、同日以後にエコアクション21の認証・登録

を受けた事業者について適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年９月1日から施行し、同日以後にエコアクション21の認証・登録を

受けた事業者について適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月1日から施行し、同日以後にエコアクション21の認証・登録を

受けた事業者について適用する。 



 様式第１号（第７条関係） 

 

                          令和  年  月  日 

 

 岡山県知事 殿 

 

                所 在 地： 

                事 業 者 名： 

                                代表者職・氏名：           

 

岡山県エコアクション 21 認証取得支援事業補助金 

交 付 申 請 書 兼 実 績 報 告 書 
 

 標記事業補助金の交付を受けたいので、岡山県補助金等交付規則（昭和 41 年岡山県

規則第 56 号）第４条の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額 

 

         円 

２ 補助対象経費 

 

         円(A) 

（積算）  

   審査費用          円 

 

   交通費及び宿泊費          円 

 

   認証・登録料          円 

 

   小計          円(B) 

 

(B)× 
 （対象県内事業所従業員数） 

＝          円(A) 
 （対象全事業所従業員数） 

 

３ エコアクション 21 認証・登録審査申込日 

 

令和  年  月  日 

 

４ エコアクション 21 認証・登録日 

 

令和  年  月  日 

５ 添付書類 

（１）企業概要書（様式第２号） 

（２）エコアクション 21 の認証・登録を証明する書類の写し 

（３）補助対象経費の支出を証明する書類の写し 

（４）登記事項証明書 

（５）法人に係る県税完納証明書の写し 

（６）誓約書（様式第３号） 

（７）その他知事が必要と認める書類 

 他団体等から補助対象経費に係る補助を受けていません。 

             ※該当することを確認して「○」を記入ください。 



 様式第２号（第７条関係） 

 

企 業 概 要 書 

 

本社所在地
 

〒 

 

 

名  称
 

 

 

 

電話番号 

 

 

 

全社従業員数 

 

 

 

 

資本金 

又は 

出資総額 

 

 

 

 

業  種 

及  び 

事業概要 

 

 

 

 

エコアクション 

21認証・登録 

対象事業所 

所在地・名称 

 

 

 

 

 

認証・登録 

対象事業所 

従業員数
 

           人 

（うち県内事業所   人） 
電話番号 

 

 

 

業  種 

及  び 

事業概要 

 

 

 

 

会社略歴 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第３号（第７条関係） 

法人用 

 

誓    約    書 
 

 

 当社又は当団体は、次のことを誓約いたします。 

 また、必要な場合には、このことについて岡山県警察本部に照会することを承

諾します。 

 

 

記 

 

１ 当社又は当団体の役員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第 77 号）第９条第 21 号ロに規定する役員をいう。）は、次に掲げ

る者のいずれにも該当しません。  

（１）暴力団員等（岡山県暴力団排除条例（平成 22 年岡山県条例第 57 号） 

第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）に該当する者 

（２）暴力団（岡山県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。）又は暴力団員等の統制下にある者 

（３）暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

２ １の各号に掲げる者が、当社又は当団体の経営に実質的に関与していません。 

 

 

 

         年   月    日 

 

 

 岡山県知事         殿 

 

            

   所 在 地 

 

   名   称 

 

   役 職 名 

   氏   名                           

 

 

 

 

 
裏面もご確認ください。  



記入時の注意事項 

 

 所在地、名称、役職名及び氏名欄には、登記されている主たる事務所の所在地、名称並

びに代表者の役職及び氏名を記入してください。 

 

（参 考） 
 
   岡山県暴力団排除条例（平成 22 年岡山県条例第 57 号）（抄） 
 （定義）  
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 
 (1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 
 (2) 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 
 (3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。 
 (4)～(6)略 
 
 
   暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）（抄） 
 （定義）  
第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。  
 (1) 略 
 (2) 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は

常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 
 (3)～(5)略 
 (6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 
  (7)・(8)略 
 （暴力的要求行為の禁止）  
第９条  指定暴力団等の暴力団員（以下「指定暴力団員」という。）は、その者の所属する

指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等（当該指定暴力団等と上方連結（指定暴力団
等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団
等の暴力団員となっている関係をいう。）をすることにより順次関連している各指定暴力
団等をいう。第１２条の３及び第１２条の５において同じ。）の威力を示して次に掲げる
行為をしてはならない。 
(1)～(20)略 
(21) 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者（以下この条において「自己の関係者」

という。）がした許認可等（行政手続法（平成５年法律第８８号）第２条第３号に規定
する許認可等をいう。以下この号及び次号において同じ。）に係る申請（同条第３号 に
規定する申請をいう。次号において同じ。）が法令（同条第１号に規定する法令をいう。
以下この号及び次号において同じ。）に定められた許認可等の要件に該当しないにもか
かわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について
法令に定められた不利益処分（行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、
直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。以下この号及び次号
において同じ。）の要件に該当する事由があるにもかかわらず、当該不利益処分をしな
いことを要求すること。 
イ 略 
ロ 法人その他の団体であって、自己がその役員（業務を執行する社員、取締役、執行

役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者である
かを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ず
る者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）となっているもの 

ハ 略 
(22)～(27)略 



 様式第４号（第８条関係） 

 

                        岡山県指令環企第    号 

 

                         

 

 

岡山県エコアクション 21 認証取得支援事業補助金 

交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書 

 

 

 令和  年  月  日付けで交付申請及び実績報告のあった岡山県エコアクショ

ン 21 認証取得支援事業補助金について、岡山県補助金等交付規則(昭和 41 年岡山県規

則第 56 号)第５条第１項の規定により、次のとおり交付することを決定したので、同

規則第７条の規定により通知します。併せて、同規則第 14 条の規定により補助金の額

を確定したので通知します。 

 

  

  令和  年  月  日 

 

 

                    岡山県知事 伊 原 木 隆 太 

 

 

記 

 

１ この補助金の交付対象及びその内容は、令和  年  月  日付けで提出のあ

った岡山県エコアクション 21 認証取得支援事業補助金交付申請書兼実績報告書に

記載されたとおりとする。 

２ 補助金の額は、       円とする。 

３ 補助事業者は、岡山県エコアクション 21 認証取得支援事業補助金交付要綱に従わ

なければならない。 



 様式第５号（第９条関係） 

 

                          令和  年  月  日 

 

 岡山県知事   殿 

 

                 所 在 地： 

                 事 業 者 名： 

                                  代表者職・氏名： 

                 電 話 番 号： 

 

 

岡山県エコアクション 21認証取得支援事業補助金 

交 付 請 求 書 

 

 標記補助金について、次のとおり請求します。 

 

記 

 

    請求金額              円 

 

 【振込先】 

金 融 機 関 名  

本 支 店 名   

預 金 種 別  普  通   ・   当  座 

口 座 番 号         

（フリガナ）   

口 座 名 義   

 

 【発行責任者及び担当者】 

   発行責任者：            （連絡先            ） 

   担 当 者：            （連絡先            ） 


